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①相互援助活動の趣旨と事業の内容をご理解のうえ、「入会申込書」に

必要事項を記入し、センターへ持参（原則）し、お申し込みくださ

い。 

②預けるお子さんと一緒に面接を行い、詳しい援助内容や条件の確認

を行います。 

＜面接時の準備物＞ 

★身分を証明できるもの 
（運転免許証・健康保険証など） 

①希望する日時・場所等をセンターに連絡ください。 

②センターから依頼内容に応じた「まかせて会員」に連絡します。 

★依頼内容と調整がつかずご希望に

添えないこともあります。 

★連絡は、希望日から 1～2 週間前

を目安にお願いします。 

①「まかせて会員」と「おねがい会員とお子さん」・「アドバイザー」

とで、事前に援助内容や緊急時の連絡方法など、援助活動の打合

せを行います。 

②信頼をもって、お互いに理解し合うことが出来たら、会員間で契

約します。 

※契約に至らなかった場合は、他の「まかせて会員」をご紹介しま

す。 

★センターから「おねがい会員」

に「紹介状」を発行します。 

①事前打ち合わせ通りの日時・場所・内容で援助を受けます。 

②２回目以降の援助は、「おねがい会員」から「まかせて会員」に直

接依頼できます。援助が決まったら、必ず事前にセンターにご連

絡をお願いします。連絡が無い場合は、補償保険は適用されませ

ん。 

①「まかせて会員」が記入した「援助活動報告書」の内容を確認

後、「まかせて会員」に直接報酬を支払います。

①養成講座の受講を修了してください。 

「養成講座の日程は別途お知らせしますので、お問合せ下さい。」 

②会員登録の為の面接を行い、援助可能な日時・場所・条件などを確

認します。 

＜面接時の準備物＞ 

★身分を証明できるもの 
（運転免許証・健康保険証など） 

①依頼（連絡）を受けた「まかせて会員」は、援助の日時など条件が

合えば承諾をお願いします。 

★依頼内容と都合がつかない場合

は、遠慮なくお知らせください。 

①「まかせて会員」と「おねがい会員とお子さん」・「アドバイザー」

とで、事前に援助内容や緊急時の連絡方法など、援助活動の打合

せを行います。 

②信頼をもって、お互いに理解し合うことが出来たら、会員間で契

約します。 

★センターから「お願い会員」に

「紹介状」を発行します。 

①事前打ち合わせ通りの日時・場所・内容で援助を行います。 

②２回目以降の援助は、「おねがい会員」から「まかせて会員」に直

接依頼がきます。援助が決まったら、必ず事前にセンターにご連

絡をお願いします。連絡が無い場合は、補償保険は適用されませ

ん。 

①活動内容を「援助活動報告書」に記入し、「おねがい会員」に

内容を確認してもらい、報酬を受け取ります。 

②「援助活動報告書」を、翌月5日までに、センターへ提出しま

す。 

そうだっ 

  に頼もう！

おねがい会員(依頼会員) まかせて会員(提供会員) 

援助を提供 

援助の依頼 

料金(報酬) 

もしもし

養成講座に 

申し込みます！


